
お客さま各位

   雇用保険率の改定につきまして

      平成29年4月1日（5月納付分）より、以下のとおり雇用保険率が改定されます。

　　　この改定に伴い、警備PROでも設定の変更が必要になります。

     今回の変更作業につきましてはマスタメンテナンスの

     社会保険情報・率マスタ　にて変更する事ができます。

     ※他の保険料率は変更ございません。健康保険料率は神奈川県を参照しております。

平成29年4月13日

雇用保険率

改定後

3.00/1000

改定前

4.00/1000
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